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「No Lombroso 委員会」について

「N
o Lom

broso 

委
員
会
」
に
つ
い
て清　

　

水　
　

裕　
　

樹

一　

は
じ
め
に

二　
「
委
員
会
」
と
『
一
〇
〇
の
都
市
』
に
つ
い
て

三　
「
委
員
会
の
活
動
」
―
―
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
公
開
か
ら
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
「
活
動
休
止
」
ま
で

四　

お
わ
り
に一　

は
じ
め
に

　

チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
は
、
そ
の
研
究
活
動
の
中
で
多
く
の
資
料
を
収
集
し
た
。
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
二
〇
〇
九
年
よ

り
ト
リ
ノ
大
学
の
「〝
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
〟
犯
罪
人
類
学
博
物
館
」
で
公
開
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
同
博
物
館
に
関
す
る
情
報

を
集
め
る
中
で
、
ひ
と
つ
興
味
深
い
書
籍
を
見
つ
け
た
。
そ
れ
は
、『
一
〇
〇
の
都
市
対
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
』

（
以
下
、『
一
〇
〇
の
都
市
』
と
略
す
る
）
と
題
さ
れ
た
、
二
〇
一
五
年
刊
行
の
も
の
で
あ
る（

（
（

。
日
本
の
国
土
交
通
省
の
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト

に
よ
る
と
、
イ
タ
リ
ア
に
は
二
〇
の
州
（
普
通
州
一
五
、
特
別
州
五
）、
一
一
〇
の
県
、
八
一
〇
一
の
市
が
あ
る（

（
（

と
い
う
が
、
一
〇
〇
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の
都
市
が
国
立
大
学
の
設
置
す
る
個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
主
体
と
す
る
博
物
館
に
反
対
す
る
と
い
う
こ
と
は
い
か
な
る
事
態
で
あ
る

の
か
。
そ
の
著
者（

（
（

で
あ
る
「N

o Lom
broso 

委
員
会
」（
以
後
、「
委
員
会
」
と
略
す
る
）、
特
に
事
実
上
唯
一
の
情
報
発
信
者
で
あ
る

会
長
、
ド
メ
ニ
コ
・
イ
ァ
ン
ナ
ン
ト
ゥ
オ
ー
ニ
と
は
何
者
で
あ
り
、
い
か
な
る
活
動
を
し
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
、『
一
〇
〇
の
都

市
』
と
、「
委
員
会
」
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト（

（
（

、
お
よ
び
「
委
員
会
」
を
批
判
す
る
視
点
と
し
て
、
二
〇
一
四
年
に
論
争
を
引
き
起
こ
し
た（

（
（

パ
ド
ヴ
ァ
大
学
の
マ
リ
ア
・
テ
レ
ー
ザ
・
ミ
リ
チ
ア
の
論
文
、「
Ｗ
ｅ
ｂ
上
で
のN

o Lom
broso

抗
議（

（
（

」
を
も
と
に
紹
介
し
た
い
。

二　
「
委
員
会
」
と
『
一
〇
〇
の
都
市
』
に
つ
い
て

二
．
一
．　
「
委
員
会
」
に
つ
い
て

「
委
員
会
」
の
正
式
名
称
は
、
実
は
明
確
で
は
な
い
。「
委
員
会
」
の
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
は
、「
委
員
会
に
参
加
す
る
」
と
い
う
メ
ニ

ュ
ー
に
規
程
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
文
書
へ
の
リ
ン
ク
が
あ
る
。
委
員
会
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
イ
タ
リ
ア
語
版
規
約（

（
（

を
見
る
と
、「
第
一
条　

設
立

―
名
称
」
中
に
「『〝N

O
 LO

M
BRO

SO

〟
技
術
―
科
学
委
員
会
』
が
設
立
さ
れ
る
（
以
下
略
）」
と
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
版（

（
（

は
意
味

内
容
は
同
一
と
考
え
ら
れ
る
が
表
記
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
語
版（

（1
（

は
「
技
術
委
員
会
」
と
「
科
学
」
の
表
記
が
欠
如
し

て
い
る
、
ド
イ
ツ
語
版
は
な
ぜ
か
ス
ペ
イ
ン
語
規
約
が
リ
ン
ク
先
に
な
っ
て
い
る（

（1
（

。
英
語
版
の
み
は
、「
技
術
」
も
「
科
学
」
も
な

い
、「N

o Lom
broso

委
員
会
」
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
規
約
七
条　

入
会
の
承
認
」
で
入
会
希
望
者
が
提
出
を
義
務
付
け

ら
れ
て
い
る
入
会
申
込
用
紙
は
、
サ
イ
ト
の
表
示
言
語
に
関
わ
ら
ず
イ
タ
リ
ア
語
の
同
一
の
書
式
が
リ
ン
ク
さ
れ
て
い
る（

（1
（

が
、
委
員

会
ロ
ゴ
と
書
名
欄
の
間
に
「〝CESA

RE LO
M

BRO
SO

〟
と
い
う
名
称
の
犯
罪
学
理
論
と
街
路
表
記
お
よ
び
博
物
館
の
記
念
の
抹

消
の
た
め
の
技
術
科
学
委
員
会
」
と
、
規
約
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
一
〇
〇
の
都
市
』
に
は
、
一
〇

〇
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
二
一
の
付
録
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
か
規
約
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
同
書
で
は
、「N

o 
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Lom
broso

技
術
科
学
委
員
会
」
と
い
う
、〝N

o Lom
broso

〟
の
部
分
に
ク
ォ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ー
ク
を
用
い
ず
、
代
わ
り
に
斜

体
を
用
い
た
表
記
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。

　

次
に
、「
委
員
会
」
に
つ
い
て
イ
タ
リ
ア
語
版
の
規
程
よ
り
わ
か
る
こ
と
を
い
く
つ
か
示
す
。
①
「
委
員
会
」
の
ロ
ゴ
は
、
赤
く

縁
取
ら
れ
た
円
形
の
輪
郭
の
内
側
に
、
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
顔
を
赤
色
の
斜
線
で
封
鎖
し
た
も
の
で
あ
る
（
第
一
条（

（1
（

）。

な
お
、「
委
員
会
」
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
で
は
、
ロ
ゴ
の
後
に
〝N
oLom

broso.org

〟
と
い
う
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
ア
ド
レ
ス
が
、〝N

o

〟
の

部
分
を
赤
色
で
、〝Lom

broso

〟
の
部
分
を
オ
レ
ン
ジ
色
で
、〝.org

〟
の
部
分
を
灰
色
で
囲
ま
れ
た
白
色
で
表
示
す
る
画
像
が
、

ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
掲
載
画
像
の
す
べ
て
に
添
付
さ
れ
て
い
る
。
②
「
委
員
会
」
本
部
は
、〝M

ilano, V
ia Bernardino V

erro n.12

〟

に
置
か
れ
る
（
第
二
条
）。
な
お
、
こ
の
住
所
は
会
長
イ
ァ
ン
ナ
ン
ト
ゥ
オ
ー
ニ
が
経
営
す
る
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
会
社
〝M

ay-C

〟

の
所
在
地
で
も
あ
る
。
③
委
員
会
は
非
政
治
的
で
あ
り
、
営
利
の
目
的
を
有
し
な
い
（
第
四
条
）。
④
委
員
会
が
目
的
と
す
る
の
は

―
―
医
師
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
（
戸
籍
名 

マ
ル
コ
・
エ
ゼ
キ
ア
・
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
）
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
、
ま
た
主
張
さ

れ
た
命
題
の
科
学
的
無
価
値
性
の
認
識
を
前
提
に
―
―
書
籍
か
ら
の
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
犯
罪
学
的
な
理
論
の
抹
消
と
、
記
念
と
な
る

街
路
表
記
や
博
物
館
名
か
ら
〝Cesare Lom

broso
〟
と
い
う
名
前
の
削
除
へ
到
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
戦
争
犯
罪
や
人

種
主
義
に
関
す
る
犯
罪
に
よ
り
、
直
接
的
間
接
的
に
有
責
と
な
っ
た
人
物
の
記
念
を
禁
止
す
る
法
案
の
提
出
も
求
め
る
（
第
五
条
）。

⑤
委
員
会
へ
加
入
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
者
は
、
専
用
の
書
式
に
よ
り
申
請
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
七
条（

（1
（

）。

「
委
員
会
」
の
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
は
非
常
に
多
く
の
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
目
立
っ
た
も
の
の
み
を
紹
介
す
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、「
請
願
へ
の
署
名
」、「
委
員
会
へ
の
参
加
」、「
報
道
」、「
証
言
者
」
と
い
う
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
り
、
そ
の
下
部

の
目
立
つ
部
分
に
は
、
①
「
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
に
反
対
す
る
署
名
」、
②
「
愚
行
を
見
よ
」、
③
「
南
部
に
対
す
る
犯
罪
」（
太
字
部
分

は
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
で
は
大
文
字
表
記
）
が
あ
る
。

①　
「
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
に
反
対
す
る
署
名
」
で
は
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
署
名
を
し
よ
う
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
：
こ
の
犯
罪
的
な
人
種
主
義
者
か
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ら
距
離
を
置
け
」
と
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
、
多
数
の
頭
蓋
骨
の
写
真
を
添
え
て
記
さ
れ
る
。

②　

で
は
、「
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
は
、
わ
い
せ
つ
で
、
非
人
間
的
で
、
人
種
主
義
的
な
博
物
館
で
あ
り
…
神
の
否
定
で
あ
る
。

こ
れ
ら
や
数
百
点
も
の
身
の
毛
が
よ
だ
つ
よ
う
な
人
間
遺
体
の
展
示
は
、
ト
リ
ノ
市
に
あ
る
〝
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
〟
犯

罪
人
類
学
博
物
館
で
、
数
ユ
ー
ロ
セ
ン
ト
を
支
払
う
こ
と
で
誰
も
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
も
あ
な
た
が
こ
の
愚
行
を
止
め
た

い
な
ら
ば
、
今
す
ぐ
オ
ン
ラ
イ
ン
署
名
を
。」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
、
犯
罪

者
の
デ
ス
マ
ス
ク
や
犯
罪
者
の
作
成
し
た
水
差
し
な
ど
八
点
の
写
真
と
と
も
に
示
さ
れ
る
。

③　

で
は
、「
南
イ
タ
リ
ア
に
対
す
る
犯
罪
（
一
八
六
一
―
一
八
八
〇
）
…
…
敗
北
し
た
両
シ
チ
リ
ア
王
国
軍
の
兵
士
た
ち
と
農
民
た

ち
、
捕
獲
さ
れ
、
奴
隷
に
さ
れ
、
興
奮
し
た
、
気
の
狂
っ
た
よ
う
な
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
常
軌
を
逸
し
た
研
究
の
た
め

に
首
を
切
ら
れ
る
…
こ
の
人
物
は
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
の
み
科
学
者
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
。
…
…
勇
敢
な
南
部
の
兵
士
た
ち
の

遺
体
、
匪
賊
の
罪
を
着
せ
ら
れ
、
今
な
お
戦
利
品
と
し
て
展
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
わ
い
せ
つ
な
見
せ
物
に
い
か
な
る
科
学
的
な
意

義
も
な
い
…
…
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
カ
ラ
ブ
リ
ア
の
抵
抗
者
の
制
服
や
、
抵
抗
者
な
い
し
な
ら
ず
者
た
ち
の
脳
、
殺
人
犯
人

と
推
定
さ
れ
る
人
物
の
デ
ス
マ
ス
ク
の
写
真
と
と
も
に
提
示
さ
れ
る
。

　

他
に
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
の
「
お
ぞ
ま
し
さ
」
や
委
員
会
の
活
動
を
伝
え
る
埋
め
込
み
動
画
六
点
が
表
示
さ
れ
る
。

　

そ
の
下
部
に
は
、
後
述
す
る
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の
頭
蓋
骨
の
返
還
を
め
ぐ
る
法
廷
闘
争
の
経
過
が
記
さ
れ
、
最
後
に
、「
チ
ェ
ー
ザ

レ
・
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
：
真
の
犯
罪
者
は
彼
で
あ
っ
た
」
と
題
さ
れ
た
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
研
究
手
法
の
非
人
道
性
、
そ
の
生
来
性
犯

罪
者
学
説
の
無
根
拠
性
、
優
生
学
や
科
学
的
人
種
主
義
と
の
結
び
つ
き
を
非
難
す
る
文
書
が
続
く
。
ほ
か
に
目
立
っ
た
リ
ン
ク
と
し

て
、「
委
員
会
」Facebook

ペ
ー
ジ
へ
の
リ
ン
ク
、「
メ
ン
バ
ー
」、「
寄
付
」
と
題
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。「
メ
ン
バ
ー
」
の
リ
ン

ク
か
ら
は
、
個
人
と
そ
れ
以
外
と
い
う
区
分
で
、
委
員
会
の
会
員
名
簿
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
の
右
側
に
は
、
支
援
を
求
め
る
メ
ッ
セ

ー
ジ
と
と
も
に
、
イ
ァ
ン
ナ
ン
ト
ゥ
オ
ー
ニ
の
名
前
と
銀
行
口
座
が
画
像
で
提
示
さ
れ
る
。「
寄
付
」
の
リ
ン
ク
か
ら
は
、
後
述
す
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る
欧
州
人
権
裁
判
所
で
の
法
廷
闘
争
の
費
用
の
支
援
を
求
め
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
、
破
棄
裁
判
所
お
よ
び
欧
州
人
権
裁
判
所
で
の
法
廷

闘
争
に
必
要
な
目
標
金
額
六
三
四
五
ユ
ー
ロ
と
い
う
表
記
、
ま
た
そ
の
下
に
こ
れ
ま
で
の
支
援
者
の
一
覧
が
示
さ
れ
て
い
る
。
確
認

で
き
る
限
り
で
は
、
一
一
四
件
の
寄
付
が
あ
る
が
、
う
ち
一
一
三
件
は
破
棄
裁
判
所
で
の
法
廷
闘
争
へ
の
支
援
で
あ
り
、
最
新
の
寄

付
の
日
付
は
二
〇
一
九
年
九
月
二
三
日
で
あ
っ
た
。

　

続
い
て
、
メ
ニ
ュ
ー
の
概
要
で
あ
る
が
、「
請
願
へ
の
署
名
」
メ
ニ
ュ
ー
に
は
、
送
信
フ
ォ
ー
ム
が
あ
り
、
そ
の
下
に
は
署
名
一

覧
が
あ
る
。
最
新
の
署
名
に
は
、
一
〇
三
五
〇
と
い
う
通
し
番
号
と
二
〇
二
五
年
六
月
三
日
と
い
う
日
付
が
あ
る
。
署
名
の
多
く
に

は
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
付
さ
れ
て
い
る
。
比
較
的
最
近
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
数
件
を
、
通
し
番
号
と
年
月
日
、
署
名
者
（
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
は

個
人
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
姓
名
の
頭
文
字
の
み
を
記
す
）
と
と
も
に
挙
げ
る
。

通
し
番
号	

署
名
年
月
日		



署
名
者
頭
文
字

メ
ッ
セ
ー
ジ

10350		


二
〇
二
五
年
六
月
三
日	

Ｃ
．
Ｂ

少
な
く
と
も
匪
賊
の
展
示
室
は
閉
鎖
せ
よ

一
〇
三
四
九	

二
〇
二
五
年
五
月
一
九
日	

Ｌ
．
Ｖ
．

こ
う
し
た
場
所
が
存
在
す
る
こ
と
は
恥
ず
か
し
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
慈
悲
の
た
め
に
そ
れ
ら
の
人
び
と
の
適
切
な
埋
葬
が
な
さ

れ
る
べ
き
だ
。
愛
国
者
で
あ
る
自
分
に
と
っ
て
、
法
律
が
求
め
る
よ
う
に
、
あ
の
よ
う
な
展
示
は
嘔
吐
を
催
す
も
の
で
あ
り
非

人
道
的
だ
。「
今
す
ぐ
そ
れ
を
閉
鎖
せ
よ
‼
」（
鍵
括
弧
内
は
原
文
で
大
文
字
）

一
〇
三
四
七	

二
〇
二
五
年
二
月
二
一
日	

Ｍ
．
Ｓ
．

単
に
非
人
間
的
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
冒
瀆
的
で
あ
る
。
私
た
ち
の
先
祖
が
今
な
お
展
示
ケ
ー
ス
に
い
る
こ
と
は
。
彼
ら
は
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ふ
さ
わ
し
い
埋
葬
の
た
め
に
助
け
を
求
め
続
け
て
い
る
。
い
か
な
る
魂
も
、
こ
の
よ
う
な
愚
行
に
値
し
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
委
員
会
へ
の
参
加
」
メ
ニ
ュ
ー
に
は
、
参
加
の
呼
び
か
け
文
、
入
会
申
込
書
の
宛
先
、
と
と
も
に
、
委
員
会
規
程
と
入
会
申
込

書
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
リ
ン
ク
が
あ
る
。「
報
道
」
メ
ニ
ュ
ー
に
は
、
委
員
会
に
関
す
る
メ
デ
ィ
ア
報
道
の
ほ
か
、
証
言
者
と
し
て
の
参

加
に
係
る
市
議
会
決
議
の
文
書
等
が
多
数
掲
載
さ
れ
る
。
一
部
の
記
事
に
対
し
て
は
委
員
会
の
コ
メ
ン
ト
が
付
さ
れ
て
お
り
、
一
部

は
か
な
り
長
文
で
あ
る
。「
証
言
者
」
に
は
、
委
員
会
の
会
員
の
中
で
も
、
有
名
・
有
力
な
人
物
・
団
体
・
自
治
体
等
が
紹
介
さ
れ

る
。
各
証
言
者
に
つ
い
て
は
、
関
係
す
る
写
真
（
肖
像
・
風
景
・
ロ
ゴ
な
ど
）
と
と
も
に
、
コ
メ
ン
ト
の
形
式
で
紹
介
文
や
場
合
に

よ
り
証
言
者
に
よ
る
寄
稿
（
こ
れ
も
か
な
り
長
文
の
も
の
が
あ
る
）
が
掲
載
さ
れ
る
。

　

以
上
の
中
で
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
目
立
つ
コ
ン
テ
ン
ツ
③
「
南
部
に
対
す
る
犯
罪
」
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、「
委
員
会
」

に
は
（
新
）
南
部
主
義
、
と
り
わ
け
イ
タ
リ
ア
統
一
以
前
の
両
シ
チ
リ
ア
王
国
（
ナ
ポ
リ
王
国
）
時
代
と
そ
の
支
配
者
ブ
ル
ボ
ン
家

を
あ
る
べ
き
姿
と
理
想
化
す
る
新
ブ
ル
ボ
ン
主
義
、
そ
の
立
場
か
ら
、
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
王
国
に
よ
る
両
シ
チ
リ
ア
王
国
の
併
合
以
後

の
歴
史
を
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
王
国
に
よ
る
南
部
の
収
奪
と
し
て
、
ま
た
統
一
直
後
の
南
部
で
発
生
し
た
匪
賊
の
反
乱
と
し
て
知
ら
れ
る

事
件
を
、
両
シ
チ
リ
ア
王
国
の
正
統
主
義
者
に
よ
る
義
挙
と
し
て
と
ら
え
、
匪
賊
と
し
て
南
部
の
人
び
と
を
犯
罪
者
視
し
、「
虐
殺
」

し
た
統
一
イ
タ
リ
ア
の
立
場
を
正
当
化
し
た
装
置
が
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
人
種
主
義
で
あ
っ
た（

（1
（

と
い
う
、
歴
史
修
正
主
義
的
な
色
彩

が
色
濃
い
。

二
．
二
．　
「
委
員
会
」
会
長
ド
メ
ニ
コ
・
イ
ァ
ン
ナ
ン
ト
ゥ
オ
ー
ニ
に
つ
い
て

　
『
一
〇
〇
の
都
市
』
の
表
紙
そ
で
に
あ
る
著
者
紹
介
に
よ
る
と
、「
委
員
会
」
会
長
イ
ァ
ン
ナ
ン
ト
ゥ
オ
ー
ニ
は
、
一
九
五
三
年
に

プ
ー
リ
ア
州
で
誕
生
。
ミ
ラ
ノ
工
科
大
学
で
機
械
工
学
の
ラ
ウ
レ
ア
学
位
を
取
得
し
、
ミ
ラ
ノ
で
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
関
係
の
会
社
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を
経
営
す
る
。
彼
は
「
南
部
の
た
め
の
党
」
の
党
首
を
つ
と
め
た
南
部
主
義
者
で
あ
り（

（1
（

、
二
〇
一
七
年
に
は
、「
イ
タ
リ
ア
統
一
の

犠
牲
者
た
ち
を
記
憶
す
る
日
」
の
制
定
を
呼
び
か
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
署
名
の
意
思
決
定
者
（
発
起
人
）
と
な
り
、
一
万
筆
以
上
の
署

名
を
集
め
た（

（1
（

。

二
．
三
．　
『
一
〇
〇
の
都
市
』
に
つ
い
て

　
『
一
〇
〇
の
都
市
』
は
、
大
き
く
二
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
序
論
の
後
に
、
第
一
部
「
前
史
」
が
序
文
と
八
章
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
。
第
二
部
「
現
代
へ
」
は
五
二
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
の
後
に
二
一
点
の
付
録
、
巻
末
の
参
考
文
献
が
付
さ
れ
て
い
る
。

総
ペ
ー
ジ
数
は
五
〇
〇
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
。

　

第
一
部
は
、
歴
史
小
説
仕
立
て
で
、「
委
員
会
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
一
八
〇
六
年
三
月
九
日
、
カ

ン
ポ
テ
ネ
ー
ゼ
の
戦
い
で
、
ナ
ポ
リ
王
国
軍
伍
長
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
が
戦
死
し
た
。
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
に
は
一
一
歳

の
息
子
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
が
い
た（

（1
（

。
フ
ラ
ン
ス
軍
の
シ
チ
リ
ア
侵
攻
を
止
め
る
た
め
、
父
親
の
死
を
知
っ
た
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
が
志
願
兵
と
し

て
ゲ
リ
ラ
に
参
加
し
た（

（2
（

、
と
い
う
の
が
そ
の
お
お
ま
か
な
内
容
で
あ
る
。
清
水
は
「
委
員
会
」
と
そ
の
背
景
を
知
ら
ず
に
『
一
〇
〇

の
都
市
』
を
読
み
始
め
、
正
直
な
と
こ
ろ
し
ば
ら
く
の
間
不
審
さ
を
感
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
こ

そ
が
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
生
来
性
犯
罪
者
説
の
着
想
の
も
と
と
な
り
、「
委
員
会
」
の
活
動
の
ひ
と
つ
の
軸
と
な
っ
た
人
物
で
あ
っ

た
。

　

第
二
部
は
「
委
員
会
」
成
立
前
史
よ
り
、
二
〇
一
四
年
六
月
ま
で
の
そ
の
活
動
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
次

章
で
紹
介
す
る
。
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三　
「
委
員
会
の
活
動
」
―
―
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
公
開
か
ら
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
「
活
動
休
止
」
ま
で

　

本
章
で
は
、「
委
員
会
」
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
生
ま
れ
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
た
の
か
を
、
主
と
し
て
『
一
〇
〇
の
都
市
』

に
基
づ
い
て
時
系
列
順
に
紹
介
す
る
。『
一
〇
〇
の
都
市
』
に
記
さ
れ
て
い
な
い
、
二
〇
一
四
年
七
月
以
後
の
出
来
事
は
、「
委
員

会
」
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
基
づ
い
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
上
述
す
る
よ
う
に
、
本
稿
が
作
成
さ
れ
て
い
る
二
〇
二
五
年
現
在
に
も
、

「
委
員
会
」
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
で
は
署
名
や
コ
メ
ン
ト
を
受
け
付
け
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
委
員
会
」
に
よ
る
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の

更
新
は
、「
証
言
者
」
メ
ニ
ュ
ー
へ
の
二
〇
二
一
年
五
月
一
九
日
の
記
事
追
加
を
最
後
に
更
新
が
停
止
さ
れ
て
い
る
。

三
．
一
．　

委
員
会
成
立
ま
で

　

ミ
リ
チ
ア
が
「N

o Lom
broso

抗
議
」
と
呼
ぶ
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
へ
の
抗
議
活
動
は
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
が
常
設

の
博
物
館
と
し
て
一
般
公
開
さ
れ
る
二
〇
〇
九
年
一
一
月
に
は
じ
ま
る（

（2
（

。

　

心
理
学
者
ミ
ケ
ー
レ
・
イ
ァ
ン
ネ
ッ
リ
は
、
ト
リ
ノ
で
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
に
抗
議
す
る
デ
モ
を
実
現
す
る
意
思
表
明
を
し（

（2
（

、

当
時
「N

o Lom
broso

抗
議
」
の
も
う
ひ
と
り
の
中
心
人
物
と
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
ー
カ
・
ボ
ッ
ツ
ェ
ッ
リ
、
さ
ら
に
ナ
ン
ド
・
デ

ィ
チ
ェ
ー
と
と
も
に
、
二
〇
一
〇
年
一
月
末
ま
で
に
デ
モ
を
実
施
す
る
べ
く
、Facebook

上
に
抗
議
運
動
の
調
整
を
行
う
最
初
の

グ
ル
ー
プ
で
あ
る
、「
ト
リ
ノ
の
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
に
反
対
す
る
南
部
の
人
び
と
」
を
開
設
し
た（

（2
（

。
デ
モ
の
日
程
は
、
二
〇
一

〇
年
五
月
八
日
に
設
定
さ
れ
、
ヴ
ィ
チ
ェ
ン
ツ
ァ
の
日
刊
紙
、『
イ
ル
・
ジ
ョ
ル
ナ
ー
レ
・
デ
ィ
・
ヴ
ィ
チ
ェ
ン
ツ
ァ
』
は
、
二
〇

一
〇
年
一
月
三
日
に
、
上
記Facebook

グ
ル
ー
プ
が
数
日
の
間
に
一
三
〇
〇
名
を
超
え
る
デ
モ
へ
の
賛
同
者
を
集
め
た
、
と
報
じ

た
（
（2
（

。
五
月
八
日
午
前
一
〇
時
、
ト
リ
ノ
の
ヴ
ィ
ッ
ト
ー
リ
オ
・
ヴ
ェ
ネ
ト
広
場
に
、「
多
く
は
な
い
」
参
加
者
が
集
ま
り
、
ピ
ェ
ト

ロ
・
ジ
ュ
リ
ア
通
り
の
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
入
口
ま
で
行
進
し
、
数
名
の
参
加
者
が
入
り
口
脇
で
献
花
を
お
こ
な
っ
た（

（2
（

。
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デ
モ
に
先
立
つ
四
月
一
三
日
、
イ
ァ
ン
ナ
ン
ト
ゥ
オ
ー
ニ
は
「
南
部
の
た
め
の
党
」
代
表
と
い
う
立
場
で
、
ミ
ラ
ノ
市
長
ら
に
宛

て
て
同
市
の
街
路
で
あ
る
「
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
通
り
」
と
い
う
街
路
名
称
の
廃
止
を
求
め
る
書
簡
を
発
信
し
た（

（2
（

。

　

五
月
八
日
の
デ
モ
終
了
後
、
現
実
の
デ
モ
参
加
者
の
少
な
さ
を
受
け
て
イ
ァ
ン
ナ
ン
ト
ゥ
オ
ー
ニ
は
、「
委
員
会
」
設
立
を
も
く

ろ
む（

（2
（

。
五
月
二
五
日
を
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
開
設
予
定
日
と
し
、
イ
タ
リ
ア
語
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
ド
イ
ツ
語
の
ペ

ー
ジ
が
準
備
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
五
月
一
五
日
、
写
真
撮
影
禁
止
で
あ
る
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
に
イ
ァ
ン
ナ
ン
ト
ゥ
オ
ー
ニ
、

ロ
ー
デ
サ
ー
ニ
、
パ
オ
ロ
・
イ
ァ
ン
ナ
ン
ト
ゥ
オ
ー
ニ
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・
マ
ッ
ラ
マ
ー
チ
の
四
名
が
潜
入
し
、
ｗ
ｅ
ｂ 

サ

イ
ト
掲
載
用
の
写
真
を
撮
影
、
五
月
二
三
日
に
マ
ル
コ
・
イ
ァ
ン
ナ
ン
ト
ゥ
オ
ー
ニ
に
よ
り
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
が
公
開
さ
れ
た
。
サ
イ

ト
に
は
、
博
物
館
で
撮
影
さ
れ
た
写
真
と
、
パ
ス
ク
ァ
ー
レ
・
ス
ク
ィ
テ
ィ
ェ
ー
リ
監
督
の
一
九
九
九
年
の
映
画
「
彼
ら
は
匪
賊
と

呼
ば
れ
た
！
」
の
一
部
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
動
画（

（2
（

が
掲
載
さ
れ
た（

（2
（

。
ま
た
、
ロ
ー
デ
サ
ー
ニ
、
イ
ァ
ン
ナ
ン
ト
ゥ
オ
ー
ニ
、
ア
ン
ト

ニ
オ
・
ム
ラ
ト
ー
リ
（
弁
護
士
）、
ミ
ケ
ー
レ
・
イ
ァ
ン
ネ
ッ
リ（

（3
（

、
ア
メ
デ
オ
・
コ
ラ
チ
ー
ノ（

（3
（

（
弁
護
士
・
モ
ッ
タ
・
サ
ン
タ
・
ル
チ
ア

市
長
）、
ミ
ケ
ー
レ
・
デ
ィ
・
チ
ェ
ー
ザ
レ
（
弁
護
士
・
教
員
）、
ス
キ
ラ
ル
デ
ィ
（
弁
護
士
）
の
八
名
の
創
設
メ
ン
バ
ー
に
よ
り
、

「
委
員
会
」
の
規
程
作
成
が
準
備
さ
れ
た（

（3
（

。「
委
員
会
」
の
計
画
着
手
時
点
で
、
と
も
に
南
部
主
義
を
代
表
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で

あ
り
作
家
で
あ
る
、
リ
ー
ノ
・
パ
ト
ゥ
ル
ー
ノ
と
ピ
ー
ノ
・
ア
プ
リ
ー
レ
が
証
言
者
と
し
て
委
員
会
に
参
加
し
た（

（3
（

。
六
月
末
に
は
、

委
員
会
のFacebook

ペ
ー
ジ
が
開
設
さ
れ
た（

（3
（

。

　
『
一
〇
〇
の
都
市
』
お
よ
び
「
委
員
会
」
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
か
ら
は
、「
委
員
会
」
の
設
立
日
を
明
確
に
確
認
で
き
な
い
が
、
イ
タ
リ

ア
語
版
規
程
第
六
条
「
会
員
の
要
件
」
で
は
、「
委
員
会
」
の
活
動
が
実
質
的
に
発
足
し
た
日
を
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
に
対
す

る
デ
モ
を
実
施
し
た
五
月
八
日
と
し
て
い
る
。
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三
．
二
．　
「
委
員
会
」
の
活
動
（
一
）
―
―
「
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
」
と
い
う
名
称
の
削
除
・
変
更
を
求
め
る
も
の

　
「
委
員
会
」
は
、
多
様
な
行
動
を
お
こ
な
っ
た
が
、
そ
の
ひ
と
つ
が
「
委
員
会
」
の
名
称
に
も
用
い
ら
れ
た
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
、

ま
た
そ
れ
と
関
連
す
る
名
称
を
削
除
・
変
更
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

上
述
し
た
よ
う
に
、「
委
員
会
」
発
足
前
か
ら
イ
ァ
ン
ナ
ン
ト
ゥ
オ
ー
ニ
は
ミ
ラ
ノ
市
に
対
し
て
そ
れ
を
働
き
か
け
て
い
る
。

　

こ
れ
も
委
員
会
発
足
に
先
立
つ
二
〇
一
〇
年
四
月
二
三
日
、
ロ
ー
マ
で
「
私
た
ち
」（
個
人
名
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
）
は
「
価
値

あ
る
イ
タ
リ
ア
」
に
所
属
す
る
シ
チ
リ
ア
選
出
の
下
院
議
員
、
ド
メ
ニ
コ
・
シ
リ
ポ
ー
テ
ィ
と
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
に
関
す
る
意

見
交
換
を
お
こ
な
っ
た
、
同
年
六
月
二
三
日
、
シ
リ
ポ
ー
テ
ィ
議
員
は
街
路
表
記
か
ら
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
名
を
削
除
す
る
こ
と
を
求

め
る
首
相
お
よ
び
内
務
大
臣
に
対
す
る
質
問
状
を
提
出
し
た（

（3
（

。

　

議
会
質
問
後
、
会
長
イ
ァ
ン
ナ
ン
ト
ゥ
オ
ー
ニ
は
、
三
〇
人
以
上
の
市
長
に
街
路
表
記
よ
り
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
名
を
抹
消
す
る
こ

と
を
求
め
る
書
簡
を
発
信
し
、
ト
リ
ノ
市
の
市
長
セ
ル
ジ
ォ
・
キ
ァ
ン
パ
リ
ー
ノ
他
、
い
く
つ
か
の
自
治
体
担
当
者
か
ら
回
答
が
寄

せ
ら
れ
た（

（3
（

。

　

二
〇
一
一
年
三
月
二
四
日
、
サ
レ
ル
ノ
県
エ
ボ
リ
市
議
会
は
、
同
市
の
街
路
表
記
の
う
ち
、「
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
通

り
」
を
「
ク
ァ
ル
タ
・
エ
ボ
リ
タ
ー
ナ
通
り
」
へ
改
名
す
る
決
議
を
お
こ
な
っ
た（

（3
（

。

　

二
〇
一
二
年
三
月
一
九
日
、
カ
タ
ー
ニ
ア
県
の
カ
ス
テ
ィ
リ
オ
ー
ネ
・
デ
ィ
・
シ
チ
リ
ア
市
議
会
は
、
全
会
一
致
に
よ
り
、
委
員

会
へ
の
参
加
と
、
同
市
に
あ
る
「
ア
ル
フ
レ
ー
ド
・
ニ
チ
ェ
ー
フ
ォ
ロ（

（3
（

中
学
校
」
を
、「
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
包
括
教
育
機
関
」

へ
改
名
す
る
決
議
を
お
こ
な
っ
た（

（3
（

。

三
．
三
．　
「
委
員
会
」
の
活
動
（
二
）
―
―
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の
頭
蓋
骨
返
還
を
め
ぐ
る
法
廷
闘
争

　
「
委
員
会
」
は
、
二
〇
一
〇
年
七
月
一
七
日
、
シ
リ
ポ
ー
テ
ィ
議
員
を
代
表
と
し
、
コ
ラ
チ
ー
ノ
市
長
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
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に
保
管
さ
れ
て
い
る
、
引
き
取
り
手
の
な
い
遺
骨
の
埋
葬
を
申
し
出
た
サ
ニ
タ
ー
・
デ
ィ
・
ナ
ポ
リ
教
区
司
祭
、
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
・

ロ
ッ
フ
レ
ー
ド
ら
を
含
む
派
遣
団
を
組
織
し
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
へ
の
公
式
訪
問
を
実
施
し
た
。
派
遣
団
は
、
館
長
で
あ
る
ト

リ
ノ
大
学
歴
史
学
科
教
授
シ
ル
ヴ
ァ
ー
ノ
・
モ
ン
タ
ル
ド
、
ト
リ
ノ
大
学
医
学
部
薬
理
解
剖
学
・
法
医
学
教
授
ジ
ャ
ン
カ
ル
ロ
・
パ

ン
ツ
ィ
ー
カ
の
案
内
で
館
内
を
見
学
し
、
そ
の
後
保
管
さ
れ
て
い
る
遺
骨
の
展
示
の
是
非
に
つ
い
て
質
疑
応
答
を
お
こ
な
っ
た（

（4
（

。

　

七
月
二
六
日
、
シ
リ
ポ
ー
テ
ィ
議
員
は
「
匪
賊
」
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の
遺
骨
を
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
そ
の
他

の
遺
骨
に
つ
い
て
、
家
族
お
よ
び
出
身
地
へ
と
埋
葬
の
た
め
に
速
や
か
に
返
還
す
る
た
め
の
働
き
か
け
を
す
る
意
思
を
問
う
質
問
状

を
司
法
省
と
文
化
財
文
化
活
動
省
に
宛
て
て
提
出
し（

（4
（

、
九
月
一
四
日
に
は
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
遺
骨
を
埋

葬
の
た
め
に
出
身
地
へ
返
還
す
る
手
続
き
を
と
る
よ
う
求
め
る
質
問
状
を
内
務
省
、
教
育
大
学
研
究
省
、
青
少
年
省
に
対
し
て
提
出

し
た（

（4
（

が
、
返
答
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

一
二
月
三
〇
日
、
ラ
テ
ィ
ー
ナ
県
ソ
ン
ニ
ー
ノ
市
議
会
は
、
出
席
し
た
議
員
一
三
名
の
全
会
一
致
で
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
に

「
匪
賊
ガ
ス
パ
ロ
ー
ネ
」
と
し
て
展
示
さ
れ
て
い
る
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
・
ガ
ス
バ
ッ
ロ
ー
ネ
の
遺
骨
及
び
遺
品
の
返
還
を
求
め
る
決
議

を
お
こ
な
っ
た
。
な
お
、
同
市
に
は
ガ
ス
バ
ッ
ロ
ー
ネ
姓
は
多
く
、
市
長
も
ジ
ー
ノ
・
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ガ
ス
バ
ッ
ロ
ー
ネ
と
い
う
名

で
あ
っ
た（

（4
（

。

　
「
委
員
会
」
は
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
の
国
連
領
事
セ
ル
ジ
ュ
・
ボ
レ
・
ボ
ク
ワ
ン
ゴ
の
紹
介
に
よ
り
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館

公
開
の
人
権
侵
害
性
を
訴
え
、
ま
た
国
連
が
イ
タ
リ
ア
政
府
に
対
し
て
関
係
す
る
人
権
保
護
上
の
取
組
み
を
す
る
よ
う
働
き
か
け
る

こ
と
を
求
め
る
、
国
連
人
権
高
等
委
員
会
事
務
局
宛
の
書
簡
を
発
信
し
た
。
同
内
容
の
書
簡
は
欧
州
評
議
会
人
権
委
員
会
へ
も
発
信

さ
れ
た
。
二
〇
一
一
年
七
月
一
日
、
国
連
人
権
高
等
委
員
会
事
務
局
か
ら
の
返
信
が
な
さ
れ
た
。

　

二
〇
一
一
年
一
〇
月
、
司
法
省
刑
事
施
設
行
政
局
よ
り
、「
委
員
会
」
か
ら
の
、
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の
頭
蓋
骨
の
死
後
解
剖
手
続
き
に

関
す
る
問
い
合
わ
せ
へ
の
回
答
の
書
簡
が
、
委
員
会
へ
発
信
さ
れ
た
。
司
法
省
担
当
者
と
「
委
員
会
」
担
当
者
の
電
話
に
よ
る
情
報
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交
換
の
後
に
発
信
さ
れ
た
同
書
簡
に
よ
る
と
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
に
刑
事
施
設
で
没
し
た
被
収
容
者
の
遺
体
の
利
用
の
問
題
に
関

し
て
、
犯
罪
人
類
学
の
科
学
的
な
方
式
に
基
づ
い
て
、
異
常
を
確
認
す
る
目
的
で
、
死
後
解
剖
に
付
す
た
め
に
、
被
収
容
者
の
遺
体

を
「
科
学
的
な
」
目
的
で
大
学
医
学
部
が
請
求
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
が
、
ロ
ン
ブ
ロ

ー
ゾ
博
物
館
に
そ
う
し
た
標
本
を
保
管
で
き
る
と
い
う
証
拠
は
司
法
省
に
は
な
い
と
い
う
回
答
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
司
法
省
刑
事
施

設
行
政
局
の
犯
罪
学
博
物
館
で
は
、
死
者
に
対
す
る
「
あ
わ
れ
み
」
に
、
ま
た
関
連
す
る
諸
規
則
へ
の
義
務
的
な
尊
重
に
資
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
適
切
な
埋
葬
の
た
め
に
子
孫
や
そ
の
郷
里
へ
返
還
で
き
る
と
考
え
て
お
り
、
実
際
一
九
三
一
年
以
来
同
館
に
保
管
さ
れ

て
い
た
サ
ル
ヴ
ィ
ア
（
現
ポ
テ
ン
ツ
ァ
県
サ
ヴ
ォ
イ
ア
・
デ
ィ
・
ル
カ
ー
ニ
ア
市
）
の
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
パ
ッ
サ
ナ
ン
テ
の
頭
蓋
骨
と

脳
は
、
二
〇
〇
六
年
に
出
身
地
で
あ
る
バ
ジ
リ
カ
ー
タ
州
か
ら
の
請
求
に
基
づ
い
て
引
き
渡
さ
れ
た（

（4
（

。

　

司
法
省
犯
罪
学
博
物
館
職
員
の
ア
ッ
ス
ン
タ
・
ボ
ル
ツ
ァ
ッ
キ
エ
ッ
は
、「
委
員
会
」
の
求
め
に
応
じ
て
、
報
告
書
「
一
九
世
紀

に
お
け
る
科
学
的
な
目
的
に
よ
る
、
刑
事
施
設
で
死
亡
し
た
被
収
容
者
の
遺
体
の
利
用
に
つ
い
て
」
を
作
成
し
た
。
内
務
省
は
、
規

則
「
内
務
省
、
刑
事
施
設
総
局
、
第
八
区
分
、
第
一
部
、n. 42948-36-1-A

、
一
八
八
五
年
九
月
一
四
日
」
で
、
①
申
請
者
が
、

当
該
刑
事
施
設
長
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
一
定
の
期
限
内
に
、
当
該
遺
体
を
返
還
す
る
こ
と
。
②
大
学
の
編
集
に
よ
る
検
死
報
告
書

を
、
刑
事
施
設
規
則
四
三
八
条
に
規
定
さ
れ
た
様
式
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
。
③
学
長
に
よ
り
確
認
を
受
け
て
、
刑
事
施
設
の
管
理

か
ら
外
れ
た
遺
体
は
、
移
動
や
付
随
に
関
す
る
す
べ
て
の
費
用
に
つ
い
て
大
学
が
負
担
す
る
と
と
も
に
、
刑
事
施
設
規
則
四
三
九
条

に
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
葬
儀
埋
葬
に
係
る
費
用
も
大
学
が
負
担
す
る
こ
と
、
を
条
件
に
、
大
学
医
学
部
外
科
医
学
部
が
刑
事

施
設
で
死
亡
し
た
被
収
容
者
の
遺
体
を
科
学
研
究
目
的
で
取
得
可
能
で
あ
る
、
と
定
め
て
い
た
。
ま
た
、
一
八
六
三
年
一
月
一
三
日

刑
事
施
設
規
則
第
四
三
九
条
は
、
刑
事
施
設
に
お
い
て
没
し
た
受
刑
者
の
埋
葬
は
、
貧
者
の
様
式
で
、
ま
た
当
該
教
区
に
お
け
る
憐

れ
む
べ
き
他
の
死
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
の
と
同
様
に
実
施
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
施
設
の
司
祭
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
死
者
に
対
し
て

冥
福
を
祈
る
ミ
サ
を
執
り
行
う
義
務
が
あ
る
、
と
定
め
て
い
た（

（4
（

。
ま
た
「
報
告
書
」
で
は
、
別
な
司
法
省
規
則
は
「
解
剖
の
執
刀
に
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際
し
て
何
ら
か
の
重
要
な
異
常
が
見
い
だ
さ
れ
た
場
合
に
は
、
ロ
ー
マ
の
レ
ジ
ー
ナ
・
チ
ェ
リ
刑
務
所
へ
移
送
し
て
、
そ
こ
に
す
で

に
あ
る
他
の
標
本
と
一
緒
に
し
、
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
な
る
よ
う
に
保
管
す
る
た
め
に
、
大
学
と
と
も
に
同
一
の
必
要
な
合
意

を
し
て
（
略
）」
と
定
め
て
い
た
が
、
一
八
九
二
年
に
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
は
当
時
の
首
相
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
・
ス
タ
ラ
ッ
ビ
ア
に
か
け
あ

っ
て
、
レ
ジ
ー
ナ
・
チ
ェ
リ
刑
務
所
に
あ
っ
た
標
本
を
す
べ
て
ト
リ
ノ
の
博
物
館
の
た
め
に
持
ち
出
し
た
。
以
上
よ
り
、
ロ
ン
ブ
ロ

ー
ゾ
の
人
間
遺
体
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
一
八
八
三
年
の
規
則
制
定
前
の
も
の
に
つ
い
て
は
法
的
な
根
拠
が
な
く
、
そ
れ

以
後
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
重
要
な
異
常
の
証
明
が
必
要
な
は
ず
で
あ
る
、
と
し
た（

（4
（

。

　

一
一
月
一
三
日
、「
委
員
会
」
は
ト
リ
ノ
地
方
検
察
庁
へ
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
に
お
け
る
人
間
遺
骨
の
展
示
に
関
し
て
違
法

が
な
い
か
の
捜
査
を
求
め
る
公
開
告
発
状
を
発
信
し
た（

（4
（

。

　

コ
ラ
チ
ー
ノ
市
長
と
カ
タ
ン
ツ
ァ
ー
ロ
県
の
知
事
、
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
・
レ
プ
ッ
チ
の
面
会
を
き
っ
か
け
に
、
レ
プ
ッ
チ
知
事
は

「
委
員
会
」
の
活
動
に
関
心
を
抱
き
、
県
庁
舎
で
「
委
員
会
」
メ
ン
バ
ー
と
県
職
員
の
面
談
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
二
〇
一
二
年

一
月
四
日
、
レ
プ
ッ
チ
知
事
は
、
内
務
省
に
対
し
て
、
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の
遺
骨
の
返
還
に
理
解
を
示
し
、
可
能
な
対
応
を
求
め
る
書
簡

を
発
信
し
た（

（4
（

。

　

二
〇
一
二
年
三
月
二
七
日
、
中
道
連
合
所
属
で
カ
ラ
ブ
リ
ア
選
挙
区
選
出
の
下
院
議
員
ロ
ベ
ル
ト
・
オ
ッ
キ
ウ
ー
ト
は
、
大
学
研

究
省
、
文
化
財
文
化
活
動
省
、
お
よ
び
司
法
省
に
対
し
て
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
に
今
な
お
保
管
さ
れ
て
い
る
人
間
の
遺
骨
等
の

返
還
が
速
や
か
に
な
さ
れ
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
、
ま
た
ど
れ
だ
け
の
期
間
内
に
対
応
が
可
能
で
あ
る
か
を
尋
ね
る
四
度
目
の
質

問
書
を
議
会
に
提
出
し
た（

（4
（

。

　

六
月
七
日
、「
委
員
会
」
は
国
際
博
物
館
会
議
（
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
）
イ
タ
リ
ア
支
部
に
対
し
て
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
が
同
会
議
の
職
務
倫

理
規
程
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
協
力
を
求
め
る
書
簡
を
発
信
し
た（

（5
（

。

　
「
委
員
会
」
は
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
が
「
取
得
し
よ
う
と
す
る
博
物
館
が
有
効
な
権
利
を
保
有
で
き
る
こ
と
を
納
得
し
な
い
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限
り
、
品
物
あ
る
い
は
資
料
を
購
入
、
寄
贈
、
貸
与
、
遺
贈
ま
た
は
交
換
に
よ
っ
て
取
得
す
る
べ
き
で
な
い
。」
と
す
る
「
イ
コ
ム

職
務
倫
理
規
程
」
の
二
条
二
項
に
、
ま
た
、「
遺
骸
お
よ
び
神
聖
な
意
味
の
あ
る
資
料
を
公
開
陳
列
か
ら
撤
去
す
る
よ
う
、
そ
れ
ら

の
資
料
が
由
来
す
る
地
域
社
会
か
ら
要
求
さ
れ
た
と
き
は
、
尊
敬
と
感
性
を
持
っ
て
迅
速
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う

な
資
料
の
返
還
の
要
求
に
も
ま
た
同
様
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
博
物
館
の
方
針
は
、
そ
の
よ
う
な
要
求
に
応
え
る
た
め
の
手

続
き
を
明
確
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
す
る
同
規
程
四
条
二
項
に
違
反
す
る
と
判
断
し
て
い
た（

（5
（

。

　

一
〇
月
八
日
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
イ
タ
リ
ア
支
部
よ
り
、
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
は
イ
タ
リ
ア
市
民
で
あ
り
、
出
身
の
市
へ
遺
体
を
返
還
す
る
必
要

は
な
い
旨
無
記
名
の
書
簡
で
「
委
員
会
」
へ
の
回
答
が
あ
っ
た（

（5
（

。
一
〇
月
二
一
日
に
「
委
員
会
」
は
反
論
の
書
簡
を
発
信
す
る
と
と

も
に
、
一
一
月
三
日
に
は
パ
リ
の
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
本
部
事
務
局
へ
イ
タ
リ
ア
支
部
が
適
切
対
応
を
求
め
る
書
簡
を
発
信
し
た（

（5
（

。

　

モ
ッ
タ
・
サ
ン
タ
・
ル
チ
ア
市
は
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
と
ト
リ
ノ
大
学
に
対
し
て
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の
頭
蓋
骨
の
返
還
を
求
め
る

法
廷
闘
争
に
入
っ
た
。『
一
〇
〇
の
都
市
』
で
は
詳
細
が
不
明
な
部
分
も
多
い
が
、「
委
員
会
」
に
関
係
す
る
記
載
と
し
て
は
、
五
月

三
〇
日
に
ラ
メ
ツ
ィ
ア
・
テ
ル
メ
地
方
裁
判
所
で
実
施
さ
れ
る
口
頭
弁
論
で
、「
委
員
会
」
が
原
告
側
の
参
加
人
と
し
て
加
わ
る
と

こ
ろ
と
な
っ
た（

（5
（

。

　

第
一
審
判
決
は
、
二
〇
一
二
年
一
〇
月
三
日
に
言
い
渡
さ
れ
た
。
内
容
は
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
お
よ
び
ト
リ
ノ
大
学
が
遺
骨
の
博
物

館
で
の
保
管
を
で
き
る
法
的
な
根
拠
が
な
い
と
い
う
、
司
法
省
の
報
告
を
も
と
に
、
ト
リ
ノ
大
学
が
モ
ッ
タ
・
サ
ン
タ
・
ル
チ
ア
市

に
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の
頭
蓋
骨
を
返
還
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
輸
送
と
埋
葬
の
費
用
の
支
出
を
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た（

（5
（

。
第

一
審
判
決
に
対
し
て
、
ト
リ
ノ
大
学
は
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の
頭
蓋
骨
が
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
不
可
欠
な
文
化

財
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
即
座
に
控
訴
し
た（

（5
（

。
控
訴
審
は
カ
タ
ン
ザ
ー
ロ
控
訴
裁
判
所
で
実
施
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
第

一
審
の
判
決
に
基
づ
く
命
令
執
行
の
即
時
停
止
を
認
め
、
第
一
回
の
口
頭
弁
論
期
日
を
二
〇
一
三
年
三
月
に
設
け
る
こ
と
、
二
〇
一

四
年
一
二
月
に
判
決
が
予
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た（

（5
（

。
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「
委
員
会
」
は
、
ト
リ
ノ
市
の
市
長
、
市
議
会
、
文
化
活
動
監
督
官
、
ト
リ
ノ
大
司
教
に
対
し
て
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
を
は
じ
め
と
す
る

ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
遺
骨
等
の
返
還
と
埋
葬
を
実
現
す
る
た
め
の
働
き
か
け
を
要
請
し
た
。
市
議
会
議
員
の

中
に
は
、
委
員
会
に
賛
同
す
る
も
の
も
あ
ら
わ
れ
た（

（5
（

。
ま
た
、
ト
リ
ノ
大
司
教
秘
書
局
は
、
二
〇
一
三
年
三
月
二
〇
日
発
信
の
書
簡

で
、
大
司
教
自
身
が
博
物
館
の
遺
体
の
返
還
と
埋
葬
に
関
し
て
理
解
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
た（

（5
（

。

　

ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の
頭
蓋
骨
の
返
還
を
め
ぐ
る
訴
訟
と
関
連
し
て
、『
ラ
・
ス
タ
ン
パ
』、『
ラ
・
レ
プ
ッ
ブ
リ
カ
』、『
コ
リ
エ
レ
・
デ

ラ
・
セ
ー
ラ
』
の
よ
う
な
全
国
規
模
の
日
刊
紙
を
含
め
、
多
数
の
報
道
が
な
さ
れ
た（

（6
（

。

　

二
〇
一
四
年
に
、
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の
頭
蓋
骨
を
め
ぐ
っ
て
、「
委
員
会
」
と
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
の
ミ
リ
チ
ア
と
の
間
に
ひ
と
つ
の
論
争

が
生
ず
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

　
「
委
員
会
」
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
会
長
イ
ァ
ン
ナ
ン
ト
ゥ
オ
ー
ニ
と
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
・
チ
ェ
フ

ァ
リ
ー
は
、
二
〇
一
一
年
以
降
コ
ラ
チ
ー
ノ
市
長
の
依
頼
で
、
モ
ッ
タ
・
サ
ン
タ
・
ル
チ
ア
市
と
そ
の
教
区
に
あ
る
記
録
、
ま
た
ヴ

ィ
レ
ッ
ラ
が
没
し
た
パ
ヴ
ィ
ア
市
の
サ
ン
・
マ
ッ
テ
オ
病
院
の
記
録
の
対
照
か
ら
、
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の
人
物
像
を
調
査
し
、
ヴ
ィ
レ
ッ

ラ
は
犯
罪
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
結
果
を
出
し
た
が
、
カ
ラ
ブ
リ
ア
出
身
の
ミ
リ
チ
ア
は
、
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
が
ニ
ワ
ト
リ
を
盗
ん

だ
犯
人
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
出
す
と
こ
ろ
と
な
っ
た（

（6
（

と
す
る
。

　

他
方
で
ミ
リ
チ
ア
は
、
歴
史
学
者
と
し
て
の
調
査
の
結
果
と
し
て
同
時
期
に
著
書
を
刊
行
し
た（

（6
（

。
ミ
リ
チ
ア
は
、
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の

身
分
的
な
同
一
性
の
再
構
築
は
、「
委
員
会
」
の
代
表
者
た
ち
に
は
非
常
に
喜
ば
し
く
な
い
詳
細
を
明
る
み
に
出
し
た
。
つ
ま
り
そ

の
匪
賊
は
、
ピ
エ
モ
ン
テ
の
侵
略
者
た
ち
に
対
す
る
戦
い
に
お
け
る
両
シ
チ
リ
ア
王
国
正
統
主
義
の
英
雄
で
は
な
く
、
す
で
に
窃
盗

の
た
め
一
八
四
四
年
に
両
シ
チ
リ
ア
王
国
の
大
刑
事
法
廷
に
お
い
て
有
罪
判
決
を
受
け
た
ひ
と
り
の
貧
し
い
泥
棒
に
過
ぎ
な
か
っ
た
、

と
結
論
づ
け
る（

（6
（

と
と
も
に
、
コ
ラ
チ
ー
ノ
市
長
が
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の
ひ
孫
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
も
、「
匪
賊
」
の
土
地
の
誰

で
あ
ろ
う
と
、
誰
が
、
ま
た
少
な
く
と
も
誰
が
か
つ
て
そ
の
親
族
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
わ
ず
か
な
考
え
も
持
た
な
か
っ
た
と
し
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て
、
そ
の
真
実
の
身
分
登
録
上
の
自
己
同
一
性
が
明
る
み
に
出
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
と
の
確
信
を
有
す
る
と
し
て
い
る（

（6
（

。

　

両
者
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
マ
ッ
シ
モ
・
ノ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
三
月
二
八
日
に
『
ラ
・
レ
プ
ッ
ブ
リ
カ
』
紙
に

「
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
に
関
す
る
最
近
の
議
論
。
彼
を
弁
護
す
る
女
性
研
究
者
へ
の
脅
迫
」
と
い
う
記
事
を
記
し
、
そ
れ
が
モ
ッ
タ
・
サ

ン
タ
・
ル
チ
ア
市
の
市
議
会
選
挙
で
反
市
長
派
を
優
勢
に
す
る
結
果
と
な
っ
た（

（6
（

。

　

四
月
九
日
、
カ
ラ
ブ
リ
ア
大
学
政
治
学
部
で
「
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
と
匪
賊
。
過
去
の
再
構
築
と
歴
史
の
公
的
使
用
」
と
題
さ
れ
た
円

卓
会
議
が
、
ミ
リ
チ
ア
、
モ
ン
タ
ル
ド
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
教
授
メ
ア
リ
・
ギ
ブ
ソ
ン
ら
の
参
加
す
る
中
で
お
こ
な
わ
れ
た（

（6
（

。

な
お
、
翌
二
〇
一
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
、
モ
ン
タ
ル
ド
が
編
集
す
る
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
の
収
蔵
資
料
を
開
設
す
る
書
籍
の
中
で
、

ミ
リ
チ
ア
は
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の
頭
蓋
骨
の
解
説
を
担
当
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た（

（6
（

。

　

ま
た
、
四
月
一
二
日
に
は
、
モ
ッ
タ
・
サ
ン
タ
・
ル
チ
ア
市
で
イ
ァ
ン
ナ
ン
ト
ゥ
オ
ー
ニ
と
チ
ェ
フ
ァ
リ
ー
に
よ
る
、
ま
た
ミ
リ

チ
ア
に
よ
る
二
冊
の
書
籍
の
刊
行
イ
ベ
ン
ト
が
、
コ
ラ
チ
ー
ノ
市
長
の
主
催
で
開
催
さ
れ
、
両
当
事
者
は
直
接
対
面
す
る
と
こ
ろ
と

な
っ
た（

（6
（

。

　

時
は
戻
る
が
、
二
月
一
四
日
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
民
党
（
フ
ォ
ル
ツ
ァ
・
イ
タ
リ
ア
）
所
属
の
ア
ル
ド
・
パ
ト
リ
チ
ェ
ッ
ロ
欧
州
議

会
議
員
が
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
の
不
寛
容
・
暴
力
・
人
種
主
義
が
欧
州
連
合
の
価
値
と
反
す
る
こ
と
か
ら
、
関
係
す
る
欧
州
連

合
の
機
関
が
イ
タ
リ
ア
政
府
へ
働
き
か
け
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
質
問
状
を
提
出
し
た（

（6
（

。

　

六
月
三
日
、
欧
州
委
員
会
の
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
・
レ
デ
ィ
ン
グ
は
、
パ
ト
リ
チ
ェ
ッ
ロ
欧
州
議
会
議
員
の
質
問
状
へ
の
回
答
と
し
て
、

欧
州
委
員
会
が
あ
ら
ゆ
る
差
別
・
人
種
主
義
・
ゼ
ノ
フ
ォ
ビ
ア
を
容
認
し
な
い
こ
と
、
た
だ
し
本
件
の
解
決
は
イ
タ
リ
ア
国
内
の
司

法
機
関
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
回
答
を
示
し
た（

（7
（

。

　

七
月
一
六
日
、
五
つ
星
運
動
に
所
属
す
る
ト
リ
ノ
選
挙
区
選
出
の
下
院
議
員
エ
レ
オ
ノ
ー
ラ
・
ベ
キ
ス
と
コ
ゼ
ン
ツ
ァ
選
挙
区
選

出
の
下
院
議
員
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ー
ノ
・
バ
ル
バ
ン
テ
ィ
が
、
文
化
財
文
化
活
動
観
光
省
に
対
し
て
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
の
遺
骨
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等
の
返
還
を
求
め
る
質
問
状
を
提
出
し
た（

（7
（

。

　
「
委
員
会
」
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
一
二
月
一
二
日
掲
載
記
事
は
、
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
頭
蓋
骨
返
還
裁
判
の
控
訴
審
判
決
が
二
〇
一
六
年
四
月

五
日
に
延
期
さ
れ
る
こ
と
を
伝
え
た
。

　

一
二
月
一
五
日
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
本
部
の
会
長
と
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
倫
理
委
員
会
会
長
の
連
名
の
書
簡
に
よ
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
が
組
織
と
し
て
、

ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
が
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
職
業
倫
理
規
範
に
反
し
な
い
と
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
イ
タ
リ
ア
支
部
の
立
場
を
支
持
す
る
旨
回
答
し（

（7
（

、

「
委
員
会
」
は
こ
の
回
答
に
対
し
て
二
〇
一
五
年
一
月
一
三
日
付
の
文
書
で
反
論
し
た（

（7
（

。

　

二
〇
一
五
年
五
月
二
四
日
、
カ
ラ
ブ
リ
ア
州
議
会
議
員
の
オ
ル
ラ
ン
デ
ィ
ー
ノ
・
グ
レ
ー
コ
と
セ
ル
ジ
ォ
・
フ
ラ
ン
コ
が
ミ
ラ
ノ

で
「
委
員
会
」
会
長
と
面
会（

（7
（

し
、
五
月
二
六
日
に
は
、
同
じ
く
カ
ラ
ブ
リ
ア
州
議
会
議
員
の
ミ
ッ
モ
・
ベ
ヴ
ァ
ッ
ク
ア
が
委
員
会
へ

の
支
持
を
表
明
し
た（

（7
（

。

　

六
月
一
〇
日
、
グ
レ
ー
コ
、
フ
ラ
ン
コ
両
カ
ラ
ブ
リ
ア
州
議
会
議
員
が
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
を
訪
問
し
た（

（7
（

。

　

一
〇
月
二
八
日
、「
委
員
会
」
は
「
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
を
閉
鎖
す
る
な
」
と
い
う
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
側
の
ｗ
ｅ
ｂ
請
願

実
施
に
対
し
て
警
告
文
を
掲
載
し
た（

（7
（

。

　

二
〇
一
七
年
五
月
一
七
日
、
カ
タ
ン
ザ
ー
ロ
控
訴
裁
判
所
は
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の
頭
蓋
骨
を
め
ぐ
る
モ
ッ
タ
・
サ
ン
タ
・
ル
チ
ア
市
の

訴
え
を
退
け
る
判
決
を
お
こ
な
っ
た（

（7
（

。
同
日
、
コ
ラ
チ
ー
ノ
市
長
は
破
棄
裁
判
所
お
よ
び
欧
州
人
権
裁
判
所
で
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の
頭
蓋

骨
の
返
還
を
争
う
決
意
を
示
し
た（

（7
（

。

　

二
〇
一
九
年
六
月
一
九
日
、
破
棄
裁
判
所
は
モ
ッ
タ
・
サ
ン
タ
・
ル
チ
ア
市
の
請
求
を
棄
却
す
る
命
令
を
お
こ
な
っ
た（

（8
（

。

　

カ
ン
パ
ー
ニ
ア
州
議
会
議
員
エ
ン
リ
コ
・
ボ
レ
ッ
リ
が
、
九
月
二
六
日
の
書
簡
で
、
九
月
二
五
日
よ
り
ト
リ
ノ
の
映
画
博
物
館
で

開
催
さ
れ
て
い
る
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
展
示
す
る
企
画
展
示
「
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
顔
」
を
批
判
し
た（

（8
（

。

　

二
〇
二
〇
年
二
月
一
六
日
、「
委
員
会
」
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、「
重
要
な
伝
達
事
項
」
と
し
て
、
欧
州
人
権
裁
判
所
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で
の
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の
頭
蓋
骨
の
返
還
訴
訟
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
が
、「
委
員
会
」
自
体
の
活
動
の
報
告

と
し
て
は
、
事
実
上
最
後
の
も
の
と
な
っ
た
。

　

二
〇
二
一
年
五
月
一
六
日
、
バ
ジ
リ
カ
ー
タ
州
選
出
の
上
院
議
員
、
サ
ヴ
ェ
ー
リ
オ
・
デ
・
ボ
ニ
ス
が
、「
ト
リ
ノ
の
ロ
ン
ブ
ロ

ー
ゾ
博
物
館
を
閉
鎖
せ
よ
、
人
種
主
義
だ
」
と
発
言
し
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
た（

（8
（

。

三
．
四
．　
「
委
員
会
」
の
活
動
（
三
）
―
―
「
証
言
者
」
集
め
と
「
一
〇
〇
の
都
市
」
計
画

　
「
委
員
会
」
は
、
そ
の
発
足
当
初
よ
り
活
動
の
宣
伝
に
と
り
価
値
が
高
い
人
物
や
団
体
を
「
証
言
者
（testim

onial

）」
と
し
て
会

員
に
加
え
て
い
っ
た
。「
証
言
者
」
の
中
で
も
、
特
に
「
委
員
会
」
は
在
住
す
る
会
員
の
協
力
な
ど
に
よ
り
自
治
体
に
対
し
て
積
極

的
な
働
き
か
け
を
お
こ
な
っ
た
。

　

二
〇
一
一
年
一
二
月
二
七
日
に
、
北
部
の
、
ま
た
自
治
体
と
し
て
最
初
に
委
員
会
へ
の
参
加
決
議
を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
コ
モ
湖

の
ほ
と
り
に
あ
る
レ
ッ
コ
県
の
ヴ
ァ
ル
マ
ド
レ
ー
ラ
市
議
会
で
あ
っ
た
。
両
親
が
カ
ラ
ブ
リ
ア
出
身
の
市
議
会
議
員
で
あ
り
、
委
員

会
の
会
員
で
も
あ
っ
た
、
エ
ミ
リ
オ
・
ザ
ン
ガ
ー
リ
の
働
き
か
け
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た（

（8
（

。

　

当
初
は
北
部
の
市
に
限
定
さ
れ
て
い
た
「
委
員
会
」
へ
の
参
加
は
、
二
〇
一
二
年
一
月
の
ベ
ネ
ヴ
ェ
ン
ト
県
ブ
ッ
チ
ァ
ー
ノ
市
議

会
に
よ
る
参
加
決
議（

（8
（

、
中
学
校
の
名
称
変
更
で
言
及
し
た
三
月
一
九
日
の
カ
タ
ー
ニ
ア
県
カ
ス
テ
ィ
リ
オ
ー
ネ
・
デ
ィ
・
シ
チ
リ
ア

市
議
会
の
決
議
以
後
、
広
が
り
を
示
す
と
こ
ろ
と
な
る
。

　

二
〇
一
一
年
に
委
員
会
に
証
言
者
と
し
て
参
加
し
た
も
の
の
中
に
は
、
歌
手
ミ
ー
モ
・
カ
ヴ
ァ
ッ
ロ
、
作
家
で
あ
り
、
俳
優
、
舞

台
監
督
で
あ
る
ロ
ベ
ル
ト
・
ダ
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
、
劇
作
家
、
俳
優
、
監
督
で
あ
る
ル
イ
ジ
・
ア
ン
ジ
ゥ
ー
リ
、
作
家
で
あ
り
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
ジ
ジ
・
デ
ィ
・
フ
ィ
オ
ー
レ
が
お
り
、
彼
ら
の
詩
や
文
章
は
「
委
員
会
」
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る（

（8
（

。

　

二
〇
一
二
年
二
月
二
四
日
、
ト
リ
ノ
大
司
教
健
康
司
牧
事
務
局
は
、
ト
リ
ノ
大
司
教
が
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
再
公
開
に
つ
い
て
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の
「
委
員
会
」
か
ら
の
情
報
提
供
を
感
謝
す
る
意
を
表
明
し
た
こ
と
と
、
事
務
局
が
大
司
教
の
名
に
お
い
て
関
係
す
る
問
題
を
注
視

し
た
い
と
い
う
書
簡
を
発
信
し
た（

（8
（

。

　

三
月
二
九
日
、
カ
タ
ン
ザ
ー
ロ
市
の
映
画
ラ
イ
ブ
ラ
リ
で
セ
ル
ジ
ォ
・
コ
ラ
ボ
ー
ナ
に
よ
る
二
〇
一
一
年
の
映
画
、「
パ
ッ
サ
ナ

ン
テ
」
の
上
映
会
と
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
お
こ
な
わ
れ
た（

（8
（

。
イ
ァ
ン
ナ
ン
ト
ゥ
オ
ー
ニ
、
オ
ッ
キ
ウ
ー
ト
議
員
ら
と
と
も
に
参
加

し
た
、
価
値
あ
る
イ
タ
リ
ア
選
出
の
カ
ラ
ブ
リ
ア
州
議
会
議
員
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
は
、
イ
ベ
ン
ト
後
に
カ
ラ
ブ
リ
ア
州

議
会
が
「
委
員
会
」
に
賛
同
す
る
よ
う
に
決
議
を
お
こ
な
う
た
め
の
取
組
み
を
お
こ
な
う
こ
と
を
約
束
し
た（

（8
（

。

「
一
〇
〇
の
都
市
対
〝
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
〟
博
物
館
」
計
画
（「
一
〇
〇
の
都
市
計
画
」
と
略
す
る
）
は
、
二
〇
一
二
年

一
〇
月
の
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の
頭
蓋
骨
返
還
訴
訟
第
一
審
判
決
へ
の
ト
リ
ノ
大
学
側
の
控
訴
を
受
け
て
、
二
〇
一
六
年
四
月
の
カ
タ
ン
ザ

ー
ロ
控
訴
裁
判
所
で
の
控
訴
審
判
決
宣
告
へ
向
け
て
、
二
〇
一
三
年
一
月
よ
り
「
委
員
会
」
が
着
手
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

全
国
八
〇
九
二
あ
る
市
の
う
ち
一
〇
〇
の
市
に
委
員
会
へ
の
参
加
を
求
め
る
こ
と
で
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
に
対
す
る
委
員
会
の

道
徳
的
な
正
当
性
を
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
た（

（8
（

。

　

二
〇
一
三
年
中
に
、
カ
ラ
ブ
リ
ア
州
、
カ
タ
ン
ザ
ー
ロ
県
を
含
む
八
三
の
都
市
、
ト
リ
ノ
大
司
教
を
含
む
五
名
の
大
司
教
の
参
加

が
認
め
ら
れ
た（

（9
（

。
一
般
の
人
々
に
知
ら
れ
た
著
名
人
と
し
て
は
、
特
に
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
グ
ル
ー
プ
を
中
心
と
す
る
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ

ン
の
参
加
が
目
立
ち
、
同
年
中
に
三
〇
組
以
上
が
「
委
員
会
」
に
参
加
し
た（

（9
（

。
ま
た
、
前
述
し
た
「
匪
賊
ガ
ス
パ
ロ
ー
ネ
」
と
同
じ

ソ
ン
ニ
ー
ノ
出
身
で
、
一
九
八
二
年
に
は
イ
タ
リ
ア
代
表
と
し
て
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
の
優
勝
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
、
サ
ッ
カ
ー
選
手

ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
ア
ル
ト
ベ
ッ
リ
が
委
員
会
に
参
加
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た（

（9
（

。

　

二
〇
一
四
年
六
月
末
、
委
員
会
へ
参
加
す
る
都
市
の
数
は
一
〇
〇
を
超
え
た（

（9
（

。

　
「
委
員
会
」
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
一
一
月
一
一
日
掲
載
記
事
に
よ
る
と
、
委
員
会
に
参
加
す
る
都
市
の
数
は
一
二
〇
に
達
し
た（

（9
（

。
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四　

お
わ
り
に

　

以
上
に
、「
委
員
会
」
の
活
動
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。「
委
員
会
」
が
な
ぜ
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
に
抗
議
す
る
の
か
、
そ
の
抗
議

の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
南
部
に
所
在
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
一
〇
〇
を
超
え
る
自
治
体

が
「
委
員
会
」
に
賛
同
し
た
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、「
委
員
会
」
の
活
動
を
追
う
こ
と
の
み
し
か
で
き
ず
、
そ

の
背
景
事
情
ま
で
に
は
迫
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
会
社
経
営
者
に
し
て
政
治
団
体
の
代
表
も
つ
と
め
た
イ
ァ
ン
ナ

ン
ト
ゥ
オ
ー
ニ
と
い
う
人
物
が
、
そ
の
人
脈
や
資
金
力
を
用
い
て
政
治
家
や
芸
能
人
も
巻
き
込
む
非
常
に
政
治
的
な
活
動
を
お
こ
な

っ
た
こ
と
が
、
そ
の
記
録
か
ら
は
読
み
取
れ
る
。

　

イ
タ
リ
ア
と
い
う
国
が
統
一
国
家
と
な
っ
た
経
緯
が
抗
議
活
動
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
、「
南
部
問
題
」
が
今
な
お
解

決
し
て
い
な
い
こ
と
、
そ
の
「
元
凶
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
が
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、「
委
員
会
」
の
意
図
と
は
反
す

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
委
員
会
の
ロ
ゴ
自
体
が
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
顔
写
真
を
用
い
て
い
る
よ
う
に
、
今
な
お
「
ア
イ
コ
ン
」
と
し
て

利
用
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
が
こ
の
た
び
の
研
究
か
ら
得
た
学
び
で
あ
っ
た
。

（
1
）　

博
物
館
公
式w

eb

サ
イ
ト
（https://w

w
w

.m
useolom

broso.unito.it/

、
二
〇
二
五
年
九
月
二
〇
日
閲
覧
）
で
は
、
英
語
お
よ

び
イ
タ
リ
ア
語
で
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ン
テ
ン
ツ
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も“EPIST

O
LA

RIO
”

（
書
簡
集
）
と
い
う
メ
ニ
ュ
ー
か
ら

は
、“#LO
M

BRO
SO

Project”

と
し
て
一
八
六
〇
年
よ
り
一
九
〇
九
年
ま
で
の
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
発
信
書
簡
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
な
ど
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
）　Iannantuoni et al. 〔2015

〕.

（
3
）　https://w

w
w

.m
lit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw

/general/italy/index.htm
l.

本
稿
に
お
い
て
、
参
照
し
た

ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
最
終
閲
覧
日
は
、
い
ず
れ
も
二
〇
二
五
年
九
月
二
〇
日
で
あ
る
。
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（
4
）　
『
一
〇
〇
の
都
市
』
は
、「
委
員
会
」
会
長
イ
ァ
ン
ナ
ン
ト
ゥ
オ
ー
ニ
に
加
え
て
「
委
員
会
」
創
設
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
、
元
小
学
校
教

員
ロ
ッ
サ
ー
ナ
・
ロ
ー
デ
サ
ー
ニ
、
弁
護
士
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
・
ス
キ
ラ
ル
デ
ィ
の
三
名
を
著
者
と
し
て
い
る
が
、
執

筆
分
担
等
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

（
5
）　w

w
w

.nolom
broso.org

、
サ
イ
ト
（
二
〇
二
五
年
九
月
二
〇
日
閲
覧
。
以
後
の
参
照
も
閲
覧
日
は
同
一
で
あ
る
）
に
は
、
英
語
、

イ
タ
リ
ア
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
ド
イ
ツ
語
の
ペ
ー
ジ
が
準
備
さ
れ
て
い
る
が
、
一
部
コ
ン
テ
ン
ツ
は
イ
タ
リ
ア
語
の
み
で

の
提
供
で
あ
る
。
本
稿
で
も
、
特
に
注
意
の
な
い
限
り
、
イ
タ
リ
ア
語
版
の
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
た
。
な
お
、
委
員
会
に
はFacebook

の

ペ
ー
ジ
（https://w

w
w

.facebook.com
/nolom

broso/

）
も
あ
る
が
、『
百
の
都
市
』
に
は
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
み
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
み
を
参
照
し
た
。

（
6
）　

論
争
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
7
）　M

ilicia

〔2014A

〕. 

大
学
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
よ
る
と
、
著
者
は
現
在
同
大
学
准
教
授
で
あ
る
（https://w

w
w

.unipd.it/en/
contatti/rubrica/?detail=Y

&
ruolo=1&

checkout=cerca&
persona=M

ILICIA
&

key=33 66246A
3B8D

C9C2C8D
581CFA

4
4F0E89

）。
な
お
、
特
に
注
記
の
な
い
限
り
、
人
物
の
肩
書
等
は
、
出
典
当
時
の
も
の
で
あ
る
。

（
8
）　https://w

w
w

.nolom
broso.org/statuto_no_lom

broso_it.pdf

（
9
）　https://w

w
w

.nolom
broso.org/statuto_no_lom

broso_fr.pdf

（
10
）　https://w

w
w

.nolom
broso.org/statuto_no_lom

broso_es.pdf

（
11
）　

ド
イ
ツ
語
版
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジU

RL

（https://w
w

w
.nolom

broso.org/de/

）
を
参
考
に“https://w

w
w

.nolom
broso.org/

statuto_no_lom
broso_de.pdf”

と
入
力
す
る
も
、
ド
イ
ツ
語
版
の
規
程
は
表
示
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
12
）　https://w

w
w

.nolom
broso.org/adesione.pdf

（
13
）　

例
え
ば
、
同
書
の
表
紙
お
よ
び
裏
表
紙
そ
で
の
著
者
紹
介
を
参
照
の
こ
と
。

（
14
）　Iannantuoni et al. 〔2015

〕
の
裏
表
紙
に
も
、
ロ
ゴ
を
含
む
サ
イ
ト
表
示
の
画
像
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
15
）　
「
委
員
会
」
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
入
会
希
望
者
向
け
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w

.nolom
broso.org/it/com

itato/

）
で
は
、
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
し
た
入
会
申
込
用
紙
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
も
の
を
、
郵
送
に
て
規
程
第
二
条
に
あ
る
ミ
ラ
ノ
の
イ
ァ
ン
ナ
ン
ト
ゥ
オ
ー
ニ
会
長

あ
て
に
送
付
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
な
お
、
入
会
申
込
用
紙
に
は
、
規
程
第
五
条
と
ほ
ぼ
同
様
な
文
章
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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（
16
）　

ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
が
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
を
は
じ
め
と
し
た
イ
タ
リ
ア
南
部
の
人
び
と
の
人
種
主
義
の
成
立
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た
こ
と

は
、
北
村
〔2005

〕pp. 46-53

を
参
照
の
こ
と
。

（
17
）　Iannantuoni et al. 〔2015

〕, p. 167.
（
18
）　Iannantuoni, D

om
enico, “Il Giorno della M

em
oria per le vittim

e dell’ U
nità d’Italia”, https://w

w
w

.change.org/
p/il-giorno-della-m

em
oria-per-le-vittim

e-dell-unit%
C3%

A
0-d-italia.

（
19
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, pp. 25-26.

（
20
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 51.

（
21
）　M

ilicia
〔2014A

〕pp. 266-267

に
よ
る
と
、
一
九
八
五
年
に
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
ト
リ
ノ
の
国
立
映
画

博
物
館
で
企
画
展
示
「
科
学
と
罪
」
と
し
て
一
般
公
開
さ
れ
た
際
に
は
、
南
部
の
人
の
誰
も
注
目
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

（
22
）　Iannantuoni et al.
〔2015

〕, p. 163.

（
23
）　M

ilicia

〔2014A

〕p. 269.

（
24
）　Iannantuoni et al.

〔2015
〕, p. 163.

（
25
）　Iannantuoni et al.

〔2015
〕, pp. 168-169. 

な
お
、M

ilicia

〔2014A

〕, p. 277

に
よ
る
と
、
当
時
は“N

o Lom
broso”

運
動
で

は
第
二
線
の
人
物
で
あ
っ
た
イ
ァ
ン
ナ
ン
ト
ゥ
オ
ー
ニ
が
、、「
書
籍
の
記
述
か
ら
の
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
犯
罪
学
理
論
の
公

式
な
削
除
と
あ
ら
ゆ
る
記
念
的
な
街
路
表
記
お
よ
び
博
物
館
名
称
か
ら
の
〝
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
〟
の
名
の
抹
消
の
た
め
の
技

術
科
学
委
員
会
」
設
立
を
も
く
ろ
ん
で
、
市
民
運
動
「
南
部
の
た
め
の
党
」
の
旗
を
先
導
し
て
参
加
し
て
い
た
、
と
い
う
。

（
26
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 167. 

な
お
、
書
簡
の
内
容
は
同
書
「
付
録
3
」（pp. 433-436

）
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
27
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 174.

（
28
）　https://w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=g-U
IJM

-JbW
0&

ab_channel=perilsud

（
29
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 175.

（
30
）　

ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
博
物
館
で
の
デ
モ
の
発
起
人
と
同
一
人
物
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
医
師
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

（
31
）　

コ
ラ
チ
ー
ノ
市
長
は
、
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の
母
方
の
ひ
孫
で
あ
る
と
名
乗
っ
て
い
る
（M

ilicia

〔2014A

〕, p. 281.

）。

（
32
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, pp. 176-177.
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（
33
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, pp. 179-180.
（
34
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 182.
（
35
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 186. 

質
問
状
の
内
容
は
、
同
書
「
付
録
五
」（pp. 441-444

）
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
36
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, pp. 187-193.

（
37
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 234.

（
38
）　

同
市
に
生
ま
れ
た
ニ
チ
ェ
ー
フ
ォ
ロ
が
、
南
イ
タ
リ
ア
に
関
す
る
も
っ
と
も
極
端
な
人
種
主
義
的
な
議
論
を
お
こ
な
っ
た
、
と
い
う

評
価
が
あ
る
（
北
村
〔
二
〇
〇
五
〕pp. 57-69

を
参
照
の
こ
と
）。

（
39
）　Iannantuoni et al.
〔2015

〕, pp. 314-315. 

他
方
で
学
校
当
局
が
こ
の
市
議
会
決
議
を
認
め
て
い
な
い
趣
旨
の
週
刊
誌
記
事
の
画

像
が
「
委
員
会
」
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
（https://w

w
w

.nolom
broso.org/press/IL_GA

ZZET
T

IN
O

_13042013.
jpg

）。
な
お
、
文
部
省
が
提
供
す
る
教
育
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス“U

nica”

で
は
、「
ア
ル
フ
レ
ー
ド
・
ニ
チ
ェ
ー
フ
ォ
ロ
中
学
校
」
の
名

を
確
認
で
き
る
（https://unica.istruzione.gov.it/cercalatuascuola/istituti/CT

M
M

83202V
/alfredo-niceforo/

）。

（
40
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, pp. 195-203.

（
41
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 225. 
質
問
状
の
内
容
は
、
同
書
「
付
録
6
」（pp. 445-447

）
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
42
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 226. 
質
問
状
の
内
容
は
、
同
書
「
付
録
7
」（pp. 449-450

）
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
43
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 232.

（
44
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, pp. 288-289. 
パ
ッ
サ
ナ
ン
テ
は
一
八
四
九
年
二
月
一
九
日
に
国
王
ウ
ン
ベ
ル
ト
一
世
を
襲
撃
し
た

こ
と
で
死
刑
判
決
（
の
ち
に
無
期
徒
刑
に
変
更
）
を
受
け
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
没
後
で
あ
る
一
九
一
〇
年
二
月
一
四
日
に
モ
ン
テ
ル
ー

ポ
・
フ
ィ
オ
レ
ン
テ
ィ
ー
ノ
刑
務
所
で
死
亡
し
た
。
パ
ッ
サ
ナ
ン
テ
の
遺
体
は
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
娘
婿
で
あ
る
マ
リ
オ
・
カ
ッ
ラ
ー
ラ

に
よ
っ
て
死
後
解
剖
を
受
け
、
そ
の
遺
体
は
ロ
ー
マ
の
犯
罪
学
博
物
館
に
展
示
さ
れ
た
（Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 298

）。

（
45
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 290.

（
46
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, pp. 290-291.

（
47
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 245. 

公
開
告
発
状
の
内
容
は
、
同
書
「
付
録
8
」（pp. 451-453

）
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
48
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, pp. 293-297.
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（
49
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 328.

（
50
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 332. 

な
お
、
同
書
「
付
録
13
」
と
し
て
書
簡
の
内
容
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
51
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕.

な
お
、
国
際
博
物
館
会
議
日
本
支
部
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
二
〇
〇
四
年
改
訂
版

（https://icom
japan.org/w

p/w
p-content/uploads/2020/03/ICO

M
_code_of-ethics_JP.pdf

）
で
は
、
後
者
の
条
文
の
番
号
が

四
条
四
項
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。

（
52
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 333-335.

（
53
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, pp. 336-340. 

同
書
「
付
録
14
」（pp. 479-480

）
と
し
て
、
一
一
月
三
日
発
信
の
英
語
に
よ
る
書

簡
の
内
容
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
54
）　Iannantuoni et al.
〔2015

〕, pp.341-342.

同
書
「
付
録
15
」（pp. 481-486

）
と
し
て
、
弁
護
士
カ
テ
リ
ー
ナ
・
エ
ジ
ェ
オ
の
五

月
四
日
付
裁
判
所
あ
て
書
面
の
内
容
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
55
）　Iannantuoni et al.
〔2015
〕, pp. 345, 351-352.

（
56
）　Iannantuoni et al.

〔2015
〕, pp. 355-356.

（
57
）　Iannantuoni et al.

〔2015
〕, p. 361.

（
58
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 364.
同
書
「
付
録
18
」（pp. 495-496

）
と
し
て
、
市
議
会
議
員
ド
メ
ニ
コ
・
マ
ン
ゴ
ー
ネ
に
よ

る
二
〇
一
三
年
一
月
一
四
日
の
市
議
会
へ
の
動
議
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
59
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 365.

（
60
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, pp. 367-372
に
は
、
六
〇
件
の
記
事
情
報
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
大
部
分
を
、「
委
員
会
」
ｗ

ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
「
報
道
」
メ
ニ
ュ
ー
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
61
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, pp. 392-397.

な
お
、
ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の
頭
蓋
骨
の
調
査
に
つ
い
て
は
、Iannantuoni/Cefalì

（2014

）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
同
書
は
電
子
書
籍
と
し
て
の
み
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
62
）　M

ilicia

〔2014B

〕.

（
63
）　

ヴ
ィ
レ
ッ
ラ
の
身
元
を
明
ら
か
に
す
る
部
分
に
つ
い
て
、M

ilicia

〔2014B
〕, pp. 48-60

へ
の
引
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
64
）　M

ilicia

（2014A

）, p. 281.
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（
65
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, pp. 400-401.

な
お
、
同
書
四
〇
四
ペ
ー
ジ
に
、
市
長
自
身
は
再
選
さ
れ
た
と
あ
る
。

（
66
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, pp. 401-402.
（
67
）　M

ilicia

〔2015

〕.

（
68
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, pp. 403-404.

（
69
）　https://w

w
w

.nolom
broso.org/press/Interrogazione_Lom

broso_com
m

issioen_europea_Pagina_1.jpg.

「
委
員
会
」

w
eb

サ
イ
ト
に
は
、
二
〇
一
四
年
七
月
二
一
日
お
よ
び
七
月
二
二
日
に
掲
載
。

（
70
）　https://w

w
w

.nolom
broso.org/press/RispostaCom

m
issioneEuropeaPatriciello.jpg

（
71
）　https://w

w
w

.nolom
broso.org/press/Interrogazione_M

5S_Bechis.jpg

（
72
）　https://w

w
w

.nolom
broso.org/press/RispostaIcom

International_Roig_A
.jpg, https://w

w
w

.nolom
broso.org/

press/RispostaIcom
International_Roig_B.jpg

（
73
）　https://w

w
w

.nolom
broso.org/press/Lettera_ICO

M
.jpg.

（
74
）　https://w

w
w

.nolom
broso.org/press/IlC

om
itatodeN

oA
.jpg, https://w

w
w

.nolom
broso.org/press/

IlCom
itatodeN

oB.jpg.

（
75
）　https://w

w
w

.nolom
broso.org/press/GazzettaD

elSudO
nline.jpg.

（
76
）　https://w

w
w

.nolom
broso.org/press/IlD

ispaccio.jpg.

（
77
）　https://w

w
w

.nolom
broso.org/press/D

iffi
da_A

.jpg, https://w
w

w
.nolom

broso.org/press/D
iffi

da_B.jpg.

（
78
）　https://w

w
w

.lastam
pa.it/torino/2017/05/17/new

s/il-cranio-del-brigante-villella-puo-restare-al-m
useo-

lom
broso-1.34 601404/, https://torino.repubblica.it/cronaca/2017/05/17/new

s/i_giudici_il_crano_del_brigante_
villella_resti_al_m

useo_di_torino_-165617736/.

（
79
）　https://torino.repubblica.it/cronaca/2017/05/17/new

s/cranio-165672059/.

（
80
）　https://w

w
w

.nolom
broso.org/press/A

llegato2_O
rdinanza.pdf.

（
81
）　https://w

w
w

.nolom
broso.org/press/Borrelli.jpg.

（
82
）　https://w

w
w

.nolom
broso.org/press/Scherm

ata_2021_05_16_alle_192022.png.
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（
83
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 303. 

本
文
に
決
議
の
日
付
は
な
い
が
、
委
員
会
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
市
長
と
評
議

員
の
連
名
の
書
簡
画
像
（https://w

w
w

.nolom
broso.org/press/A

desione_V
alm

adrera.jpg,

）
に
日
付
記
載
が
あ
る
。
な
お
、

「
委
員
会
」
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
会
員
一
覧
」
に
は
一
五
三
の
自
治
体
名
が
あ
る
が
、
イ
タ
リ
ア
北
部
（
エ
ミ
リ
ア
・

ロ
マ
ー
ニ
ャ
州
以
北
）
の
自
治
体
（
す
べ
て
市
で
あ
る
）
は
一
五
で
、
そ
の
す
べ
て
が
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
州
で
あ
り
、
う
ち
一
三
が
レ
ッ

コ
県
に
あ
る
。

（
84
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, pp. 313-314.

（
85
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, pp. 306-312. 

カ
ヴ
ァ
ッ
ロ
が
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
を
題
材
と
し
た
楽
曲“Ezechia da V

erona”

は

Y
ouT

ube 
で
動
画
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
（https://w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=M
W

D
Pli-yhN

A
&

ab_channel 
=dim

iccobox

）。

（
86
）　Iannantuoni et al.
〔2015

〕, p. 279.

（
87
）　Iannantuoni et al.
〔2015
〕, pp. 319-322.

（
88
）　Iannantuoni et al.

〔2015
〕, p. 328.

（
89
）　Iannantuoni et al.

〔2015
〕, pp. 380-381.

同
書p. 381

で
は
、
こ
の
計
画
を
一
七
九
九
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
手
か
ら
ナ
ポ
リ
共
和

国
を
取
り
戻
し
た
、
フ
ァ
ブ
リ
ツ
ィ
オ
・
デ
ィ
オ
ニ
ー
ジ
・
ル
ッ
フ
ォ
枢
機
卿
の
事
業
に
例
え
て
い
る
。

（
90
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, pp. 381-383.

（
91
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 383.

（
92
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, p. 385.

（
93
）　Iannantuoni et al.

〔2015

〕, pp. 421-422.

（
94
）　https://w

w
w

.nolom
broso.org/press/PastedGraphic.jpg.
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